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人 の 動 き
世帯数　  ７，８４９   （－１０）
人　口　１８，０７１人（－３７）
男　　　 ８，５０１人（－１７）
女　　　 ９，５７０人（ー２０）

平成 22 年 10 月１日現在

税
◆ 11 月の納税
★固定資産税　第４期分
　納期限　11月30日（火）
　納期限までに、お近くの金融
機関や郵便局で納めてください。
　銀行口座振替又は、郵便局自
動払込をご利用の方は、預貯金
残高をお確かめください。振替
日又は払込日は、11月30日（火）
です。
▼問合せ　税務課　納税係

　　　　　　☎ 492 － 2765

年　　金

◆泉佐野税務署からの
　お知らせ
★所得税の予定納税（第 2 期分）
の納税をお忘れなく！
○所得税（予定納税）　第２期分
　納期限　11月 30日（火）
　土日・祝日は、金融機関及び
税務署の窓口での納付はできま
せんのでご注意ください。また、
納付が期限に遅れると、期限の
翌日から納付される日まで延滞
税がかかる場合がありますので
ご注意ください。
★年末調整等説明会開催
　平成 22 年分の年末調整の仕
方や法定調書の記載方法などに
ついての説明会を開催します。
▼日時・場所
○ 11 月 22 日（月）
　泉南市総合福祉センター（あ
　いぴあ泉南）

○ 11 月 24 日（水）
　岬町役場　２階　会議室
○ 11 月 26 日（金）
　泉佐野市立文化会館（泉の森
　小ホール）
○ 11 月 29 日（月）
　阪南市立文化センター（サラ
ダホール）
　※いずれも 14：00 ～ 16：00
▼対象　源泉徴収事務取扱事業所
★消費税の届出はお済みですか？
　平成 23 年分から新たに消費
税の課税事業者となる場合は、
納税地の所轄税務署長に「消費
税課税事業者届出書」の提出が
必要です。
　また、平成 23 年分から簡易
課税制度を適用して申告する方
は、12 月 31 日（金）までに「消
費税簡易課税制度選択届出書」
を納税地の所轄税務署長に提出
する必要があります。
★ 11 月 11 日～ 17 日は「税
を考える週間」です
　「IT 化・国際化と税」をテー
マとして、「IT 化に対応した納
税環境の整備」、「国際化への対
応」、「e-Tax を始めよう！」等、
これまで国税庁が取り組んでき
た IT 化 ･ 国際化に関する諸施
策を紹介します。また、本年度
の重点広報項目である「e-Tax
の周知及び利用促進」に向けた
情報を提供していきます。詳
しくは、国税庁ホームページ

（www.nta.go.jp）へアクセスし
てください。
▼問合せ
　泉佐野税務署　☎ 462 － 3471

◆「社会保険料（国民年金
　保険料）控除証明書」が
　発行されます
　国民年金保険料は全額が社会
保険料控除の対象となり、控除
を受けるためには、支払ったこ
とを証明する書類の添付が義務
付けられています。
　このため、今年の１月１日か
ら９月 30 日までの間に国民年
金保険料を納付された方につい
ては、「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」が 11 月
上旬に日本年金機構本部から送
付されますので、年末調整や確
定申告の際には必ずこの証明書
を添付してください。
　 ま た、10 月 １ 日 か ら 12 月
31 日までの間に今年はじめて
国民年金保険料を納付された方
については、平成 23 年２月上
旬に送付されます。
　なお、ご家族の国民年金保険

個人事業税
【第２期分】納期限
　　　　　11 月 30 日（火）
　納税には便利で安心・安全な
口座振替制度をご利用ください。
※「大阪府税預金口座振替依頼
書」は大阪府ホームページ「府
税あらかると」からダウンロー
ドできます。
▼アドレス
　http//www.pref.osaka.jp/zei/
alacarte/
▼問合せ
　大阪府泉南府税事務所
　　　　　　　☎ 439 － 3601
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各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談 ※くわしくはお問い合わせください。

相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） 11 月 10 日（水）・24 日（水）
午後２時〜５時（定員６名）

役場監査委員室
企画政策課　☎ 492 − 2775

◆行政相談 11 月 16 日（火）
午前 10 時〜正午

役場相談室
企画政策課　☎ 492 − 2775

◆障がい者相談

■役場相談室（要予約）
　11月19日（金）午後１時30分〜３時
■「まつのき園」相談室
　平日８時 45 分〜 17 時
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メー
ル等で対応。なお、緊急の電話対応は、
相談員が 24 時間対応。
■「まつのき園」 出張相談（要予約）
　11月24日（水）午後１時30分〜４時

■役場相談室
　地域福祉課　☎ 492 − 2700
■「まつのき園」相談室
　☎ 471 − 6863 ／ FAX471 − 6868
　メールアドレス
　　satsuki-matsunoki@car.ocn.ne.jp
■「まつのき園」 出張相談
　役場相談室
　地域福祉課　☎ 492 − 2700

◆介護相談
■岬町地域包括支援センター
　土日祝日以外
　午前９時〜午後５時 30 分
■在宅介護支援センター淡輪園
　年中無休・24 時間体制

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 − 2716

■在宅介護支援センター淡輪園
　☎ 494 − 0789

◆進路選択支援相談 月〜金曜日（祝日は除く）
午前９時〜午後５時 30 分 学校教育課　☎ 492 − 2719

◆教育相談 11 月５日（金）・19 日（金）
午後１時 30 分〜３時

指導課　☎ 492 − 2719
※なお、就学相談は随時受付

◆消費者相談 11 月 12 日（金）
午後１時〜４時

役場監査委員室
産業振興課☎ 492 − 2749

◆人権相談

■役場監査委員室
　11 月２日（火）・16 日（火）
　午後１時 30 分〜３時
■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時
■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時

■役場監査委員室
　人権推進課　☎ 492 − 2773

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　　☎ 492 − 3270

■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　　☎ 494 − 1508

◆総合生活相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時 文化センター　☎ 492 − 0304

◆地域就労支援相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時 地域就労支援センター　☎ 492 − 0341

◆障害者就労・生活相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時

NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 11 月 15 日（月）・12 月６日（月）
午後１時〜２時 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆心の健康相談（要予約）11 月 16 日（火）
午後２時〜４時 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆育児相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前 10 時〜午後４時 30 分 子育て支援センター　☎ 492 － 1350

◆療育相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前 10 時〜午後４時 30 分 こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）11 月 16 日 ( 火）　午後１時～４時
※行政書士による相談を行います。

岬町立保健センター　
企画政策課　☎ 492 － 2775

◆乳幼児育児健康相談 12 月６日（月）
午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424



この紙は再生紙を
利用しています。

　　　　　　　　　　　　広報岬だより平成 22 年 11 月号　平成 22 年（2010 年）11 月 1 日発行
　　　　　　　　　　　　　　　　編集 / 発行　岬町役場　企画政策課〒 599 － 0392　大阪府泉南郡岬町深日 2000 － 1　
 　　　　　　　　　　　　　　広報に関するご意見・問合せ☎ 072 － 492 － 2775（各課へのお問い合せは直通番号をご利用ください。）
※広報岬だよりは毎月 8,000 部を作成し、１部あたりの単価は 15.6 円です。（うち町負担は 10.3 円で、5.3 円を広告収入で賄っています。)

▼定員　各 15 名　※ 先着順です！定員になり次第締め切ります。
▼開催場所　岬町文化センタ－
▼材料費　当日徴収（各講座とも申込期間終了後のキャンセルは材料費を頂きますのでご了承下さい。）
▼一時保育　無料【先着 10 名（満１歳 ～ 就学前）】
▼申込先・問合せ 　電話・FAX、E － mail でお申し込みください。
　 人権推進課　☎ 492 － 2773（受付 9:00 ～ 17:30。ただし、12:00 ～ 12:45 及び日・祝は除きます。） 
　　　　　　　FAX492 － 3100 ／ E － mail　 jinken2@town.misaki.osaka.jp
※参加申し込みには、氏名・住所・電話番号が必要です。
※保育を申し込まれる方は、子どもの名前（ふりがな）・性別・生年月日が必要です。定員になり次第締め
切ります。

講座名 日時 内容 材料費 申込期間 各自持参品・紹介等
フラワー

アレンジメント
（第２回）

12 月 1 日（水）
10:00 ～ 12:00

ブリザーブドフラワー
クリスマスアレンジ 1,800 円 11 月 10 日（水）

～ 11 月 24（水）
花バサミ
持ち帰り用袋

クラフト
（第３回）

12 月 13 日（月）
10:00 ～ 12:00 ハッピーニューイヤー 600 円 11 月 10 日（水）

～ 12 月 6 日（月）
ハサミ・縫い針
あれば羊毛フェルト針

◆主催　岬町人権推進課（文化センター）

◆協力　人権推進課パートナースタッフ・なんかやり隊みさき小町

　　　　岬町人権協会・岬町事業所人権問題連絡会・子どもＮＰＯ

　　　  はらっぱ

みさきウィッシュ

講座参加者募集！

みさきウィッシュ

講座参加者募集！

みさきウィッシュ

講座参加者募集！

岬町成人祭のご案内岬町成人祭のご案内岬町成人祭のご案内岬町成人祭のご案内

▼とき　平成23年１月９日（日）午前10時30分開式
▼ところ　岬町立岬中学校　体育館

▼対象　平成２年４月２日～平成３年４月１日までに生まれた人
▼その他
　※対象者には12月初旬にご案内をお送りします。
　※式典終了後、集合写真を撮影します。
　※転居等で、現在岬町内に住まれていない方も参加できますので、
　参加希望の方は氏名・現住所・連絡先を11月 26日（金）までに
　生涯学習課へご連絡下さい。
　※駐車スペースに限りがありますので、車で来られる場合はできるだけ
　乗り合わせてご来場下さい。

　※ご家族の方も入場できます。
▼問合せ　生涯学習課　☎492－ 2715


